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われわれ，渡辺中（国士館大学法学部専任助教授)，小山廣和（明治大学

法学部専任助教授)，浜田豊（桐朋学園大学講師）の３名は，1988年４月か

ら共同研究会を定期的に開催してきた。そこで，まず，研究会の素材として

選択し，３名であれこれ議論をしながら訳出作業を進めてきたのが，今回か

ら資料.として紹介するKarlLoewenstein，助γSozjo/ｏｇｉｅｄｃγＰＭａｍ

ｅ'z/αγische〃Ｒ幼汕e"/αがoｿｚ/〃Ｅ'29/α"‘〃αcﾉｍｅγＣγossc〃Ｒｅ(/ｂγ加：

DasZeitalterderParlamentssouverdnittit（1932-1867）である。

この論文は，もともとは，ArchivfiirSozialwissenschaftundSozi‐

alpolitik,Ｂａｎｄ５１（1924)に発表されたものであるが，後にKarlLoewe‐

nstein，BeitriigezurStaatssoziologie，1961,Ｊ・ＯＢ・Ｍｏｈｒ（Paul

Siebeck）Tijbingenに収録されている。

著者のカール・レーヴェンシュダインは，改めて紹介する必要がないほど

著名な憲法学者であり，世界各国の政治状況・憲法状況をグローバルな視点

から見た比較政治制度論，比較憲法論に関する多くの優れた研究を発表され

ている。その中でも，イギリス憲法に関する研究は，レーヴェソシュダイン

の中で特別の位置を占め，多くの論文が執筆されているが，ここに訳出した
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論文は，著者のイギリス憲法に関する研究の中で比較的初期のものに属する。

その意味で，この論文は，すでに黒田忠史氏によって翻訳がなされている

KarlLoewenstein，ZurSoziologiederParlamentarischenReprtis‐

entationinEnglandvordererstenReformbill（｢第一次改革法案以

前のイギリスにおける議会代表の社会学的研究」甲南法学第25巻，３．４合

併号，1985年）と併せて著者のイギリス憲法研究のいわば出発点にあたるも
（１）

のである。その執筆時期力:1924年であるところから，そこで使用されている

文献が今日の目から見るとやや古いとも思われるが，いかにもレーヴェンシ

ュダインらしい指摘が見られ，憲法史研究を行なう上で有益な多くの示唆が

得られる論文となっている。とりわけ、われわれが、思わぬ誤訳ないしは不

適訳なしとしないにもかかわらず，あえて紹介を試承る動機は，論文の内容

が今日の憲法学の研究にとって以下のような重要な意義を有すると考えたか

らである。

第一に，この論文で注目される点は，その対象となっているのがイギリス

の第一次選挙法改正から第二次選挙法改正にいたる時期ということである。

憲法史から見ると，この時代はイギリスで古典的議会制が成立する時期とさ

れている。しかし，そのように重要な時期でありながら，憲法学の立場か

らの研究は－特に日本では－意外なほど少ない。その意味で，レーヴ

ェンシュダインのこの論文はその欠落を埋める役割を果たすものと思われ

る。

第二に，この論文で注目される点は，今日の憲法学で論議されている代表

制の問題を扱っていることである。特に，レーヴェソシュダインのこの研究

で興味深いのは，代表制の構造と議会優位という現象を統一的に捉えようと

しているところにある。実際，著者は，執行府に対する議会の優位と有権者

に対する議会の優位という議会〔＝庶民院〕の二重の優越`性を問題としてお

り，「1832年改革から1867年改革にかけての議会主権の社会学的因果関係」

を解明することが論文全体の「証明すべきテーマ」（themaprobandum）と

しており，この点は，例えばフランスの第三共和制における－場合1こよっ
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て第四共和制も含められよう－議会制の動態と比較する上でも参考になる
（２）

と思われる。

第三に，この論文で注目される点は，そこで採用されている方法である。

もちろん，論文の標題自体がすでに社会学的研究であることを示している。

しかし，われわれの見るところでは，この社会学的研究ということの意味は，

議会の問題を社会的事実として扱うということだけではなくて，憲法学的視

点を踏まえた上で，代表制を生糸出す構造を解明しようということなのであ

る。このことは，本論文の第一章で伝統的解釈学に対して著者が暗示的に言

及している箇所からも伺われるし，また，著者自身，この研究があくまで議

会代表制の社会学だと断っている点からも読承取れる。もちろん，法学的な

分析と社会学的な分析を総合しようとする試承は，従来ある程度までマルク

ス主義法学によって行なわれてきたことである。しかし，レーヴェンシュダ

インのこの研究は，マルクス主義法学とはまた違った意味で社会構造全体

の視点から憲法史を叙述する方法を示しているものと思われる。

なお，原註は，(1)(2)(3)の形で示し，訳註は，〈１＞〈２＞〈３＞という形で

示した。さらに，原文でイタリック体の部分は，傍点で示した。

（１）参考までにレーヴェンシュダインのイギリス憲法に関する研究を年代

順に示す'ことにする。

DasProblemdesFOderalismusinGro6britannien，Annalendes

DeutschenReichs，１９２１，１－９５

DiebritischenParlamentswahleninNovemberl92aDreiMas-

kenVerlag，Miinchenl923，３４ｓ･

ZurSoziologiederParlamentarischenRepriisentationinEngl‐

andvordererstenReformbill，ErinnerungsgabefiirMaxWeber，

Ｄｕｎｃｋｅｒ＆Humblot，Miinchenl923，３４ｓ･

ZurSoziologiederParlamentarischenRepriisentationinEngland

nachderGrossenReform：DasZeitalterderParlamentssouver

anitiit（1832-1867)，ArchivfUrSozialwissenschaftundSozialpol‐
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itik，Ｂａｎｄ５１(1924)，614-708．

MinderheitsregierunginGro6britａｎｎｉｅｎ，Ｊ・SchweitzerVerlag，

Miinchenl925，７１ｓ・

DasheutigeVerfassungsrechtderbritischenWeltreichs,Jahrb

uchdes6ffentlichenRechts，ＢｄＸＩＩＩ（1925)，404-497．

ＤｉｅＭａｇｎａＣｈａｒｔａｄｅｓｂｒｉｔｉｓｃｈｅｎＷｅｌtreichs，Archivdes6ffe‐

ntlichenRechts，Ｎ、Ｆ・Ｂｄｌ２（1927)，155-272．

DerbritischeParlamentarismus-EntstehungundGestalt，Ｒｏ‐

wohltsDeutsche,Enzyklopadie,Reinbek/Hamburgl964,１５６ｓ．

Ｌ，InvestitureduPremierMinistreenAngleterre，Ｒｅｖｕｅｄｕ

ＤｒｏｉｔＰｕｂｌｉｃｅｔｄｅｌａＳｃｉｅｎｃｅＰｏｌｉｔｉｑｕｅｅｎＦｒａｎｃｅｅｔａｒＥｔｒａｎ‐

ger,ＢｄＬＸＸＸＩＩ（1966),1063-1115．

DielnvestiturdesbritischenPrimeMinisters，ｉｎ：Ｄｉｅmoderne

DemokratieundihrRecht，FestschriftfiirGerhardLeibholz,』．

Ｃ、Ｂ・Ｍｏｈｒ（PaulSiebeck)，Tiibingenl966,ＢｄｌＬ８２７－８４９・

BritischCabinetGovernment，OxfordUniversityPressl967，

207ｓ・

StaatsrechtundStaatspraxisvonGro6britannienBandI：Ｐａ‐

rlament，Regierung，Partein，ＸＸＸＶＩ，５８４ｓ、Ｂａｎｄｌｌ：Justiz，Ｖｅ‐

rwaltung,Biirger,ＸＶＩ,４２８SSpringerVerlag,Berlin/Heidelbe‐

rg/ＮｅｗＹｏｒｋ1967．

ZurGegenwatslagedesbritischenParlamentalismus,Rechtund

Staat,No.344/345,Ｊ・ＯＢ､Ｍｏｈｒ（PaulSiebeck),Tiibingenl967．

（２）なお，ここで，レーヴェンシュダインは「議会主権」という表現を使

用しているが，それは，立法府の優位を示すためのものである。その意味で，

ここで言う「議会主権」は，名誉革命以降のイギリスの憲法体制を指すｓｏ‐

vereigntyofParliamentとは異なっている（イギリス憲法における議会

主権の内容に関してはさしあたり，伊藤正己「イギリス憲法における主権慨
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念一国会主権に対する一考察一」伊藤正己「イギリス法研究」東京大学

出版会，1978年，141頁以下参照)。
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第一次選挙法改革以降のイギリスにおける

議会代表の社会学的研究

－議会主権の時代(1832年-1867年)－

第１章序説：証明すべきテーマ

：1832年改革から1867年改革にかけての議会主権の社会学的因果関係

第２章第一次選挙法改革の社会学的発展史（以上本号）

第３章1832年選挙法改革

第４章選挙法改革以後の代表選出における他律的決定と自律的決定

第５章選挙手続と選挙技術の社会学

第６章独立した有権者とその代表者選出の諸形態

第７章代表者指名に際しての有権者団の選出動機の分析探究

第８章下院の社会構成

第９章議会内運営の社会学

第10章議会主権の担い手：独立独歩の（selbstherrlich）代表者

第11章立法の精神

第12章議会と世論

第13章ジョンスチュアート・ミルの代表理論

第14章議会政党の営為（Parteibetrieb）

第15章社会学的因果関係の憲法的帰結：国家に対する下院の支配

第１章序説：証明すべきテーマ(themaprobandum）：1832年

改革から1867年改革にかけての議会主権の社会学的因果関係

1832年の選挙法改正から1867年の選挙法改正に至る時期のイギリスの政治

的動態を規定している国法的事象（staatsrechtlicherTatbestand）<l＞は，

下院の最高性ということであって，この最高性は，－外的関係においては

－一方では国王と政府に対する，他方では上院に対する優位を示すと同時
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に，－内的関係においては－国民を「代表する」有権者団に対する優位

を示すものであった。

議会主権というこの国法的事象は，イギリスの憲法秩序の形式的性質

(Qualit2it）に呼応して定立された憲法規範に立脚したものではなく，憲法習

律上の規則に立脚したものであって，この点は，現実の現象から見ても一義

的にはっきりとしているの承ならず，イギリス憲法を解釈学的に記述する場
（１）

合でも異論の余地|土なし､。

議会主権が「国法的事象」として語られるとぎ，それは，「ラソト議会」

(Landtag)，「議会の解散」（Parlamentsaufl6sung)，「大統領」（Staatspr2i‐

sident）などのように憲法により直接規定された概念に基づいて機能的に明

確になり得るような観念ではなく，その表現が憲法〔典〕から直接導出でき

ない憲法上の前提に立脚した政治的現象に適用される観念複合体（VorstelL

ungskomplex）であることを自覚しておかなければならない。ここで国法的

事象が同じく語られるとしても，考察の対象となる時代における憲法政治的

な実際現象からイギリス憲法の「規範像」（Normenbild）が構成されねばな

らないということ，従って，国家の諸機能と厳密に限定された憲法制度を一

定の機関に帰属させることについては他の諸国と状況が異なっていることが，

一般に留意されなければならない。もっとも，現在ではイギリスでも，１９１１

年の国会法く2>と1918年の選挙法く3>とによって，憲法規律の固定化（Fixieru‐

ng）への道が進行して以来，諸国と同じ傾向が存在する。その上，イギリス

憲法の準則一実際には真正な意味における運用規則一は，基本的には，

可変的な存在である。イギリス憲法の準則の適用が世代に応じて変化し，そ

ればかりか事例に応じて変化するものであることは周知の通りである。それ

ゆえ，大陸の法解釈学が政治的現象として取り扱う現象の多くは，イギリス

では，国法的な性格をもったものとされる。例えば，責任ある官吏の選択を

原則として立憲君主（Fiirsten）に委託しているような国では，国法〔学〕

は，政党の存在を政治的に無視するか，あるいは政党に否定的価値判断を下

す傾向にある。こうした政治的現実に対して，ドイツの法解釈学的国法学や
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「純粋法学」の概念的厳格さは，否定的評価を与える傾向を見せている。し

かし，イギリスのように国家指導（Staatsleitung）と政党制度が相互不可分

に絡永合っていて，政党がなげれば統治のメカニズムが全く機能しないよう

な国においては，政党の一定の行動様式が憲法的に重要であることが承認さ

れている。もっとも，内閣と同様に，政党の場合も，法令（Rechtssatz）に
（２）

よる法的承認（Legalisierung）が行なわれずに済まされてはし､るが。１９世紀

中葉に成立したイギリスの議会主権という政治的現実を生糸出した諸前提は

何か，という問題に対して，国法学は不満足な解答しか与えていない。すな

わち，国法学は，1832年の選挙法改革によって中間階層への選挙権の拡大を

もって，議会主権の要因と捉えている。だが，選挙法改革によって中産階級

にも参政権の行使が承認されたという一事をもってしては，中産階級の社会

心理的構造からして国王，貴族院，政府といった他の国家機構に対する庶民

院の優位を生糸出すものでないことは，ちょっと見ただけでも分かる。それ

ゆえに，憲法的仕組承の政治的効果が法規範によって無条件に保障されるも

のでないことは疑い得ない。ルネサンス初期のヴェニスは，普通選挙を導入

したことによってスイスの州に似た国家形態にいたったわけではない。代表

者団〔下院議員〕の機能について見ると，他の国家要素に対する代表者団

〔下院議員〕の地位が問題となる限りは，1832年の選挙法改革をもって代表

者団〔下院議員〕の地位に関する憲法的転換が意図されたわけではなかった。

それにもかかわらず，〔下院の優位という〕憲法的転換が生じたということ

が，まさに本研究の出発点となっている。すなわち，選挙法改革によってイ

ギリスの政治生活の中に現れている社会的な（gesellschaftlichundsozial）

効果を探究するという本研究は，かかる疑問に答えようとするものである。

本稿は，1832年から1867年にかけての議会主権という憲法的事象を社会学

的に解明しようとするものである。社会学的探究の方法は，ある程度まで国

法学的探究を裏返した方法である。この方法は，実際上重要な国家機関，す

なわち下院に国家を動かすあらゆる力の中心点が存在することを承認するも

のである－こうした見方は歴史的にも正当であるし，全く妥当なものであ
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る－．しかし，下院は，議会を国法上このように意義をもつまでに高めた

社会〔学〕的諸条件を示すものである。国法の社会学的な考察は，国法の解

釈学的な考察に対して原則的には中立的になされる。この考察方法は，その

結果として，政治的現実に対する国法学的な考察の断念にいたる場合もあれ

ば，また政治的現実と国法学的考察の一致を証明する場合もある。こうした

探究によって明らかになることは，下院がイギリスの国家的諸要素の歴史シ

ステムの中で他のすべての現象に対して上昇し得た，という国法的現実の基

底にどんな社会学的因果関係が存在するのか，法秩序により生み出された議

会代表の諸制度にいかなる社会勢力が関与しているのか，イギリス議会の社

会的機能はいかなる状況に還元されるか，という点である。そのためには，

代表者団の機能に関するあらゆる要素，直接的間接的諸要素，積極的消極的

諸要素が考察の範囲に組糸入れられねばならない。とりわけ，こうした考察

によって，国民と議会の関係，より正確に言えば，有権者団と代議士の関係
（３）

力:社会学的に解明されねばならない。この問題は，数世紀変わらない国法学

的定式にもかかわらず，政治的には近代的代表制憲法の当初以来，議会制国

家組織自体に対する批判的疑念が深まってきているその程度に応じて，意義

を増大させてきた問題である。

そのかわりに，本テーマの内在的限界に言及しておく必要がある。イギリ

スにおける議会代表制の社会学的考察は，探究素材の観点および探究成果の

観点から多くの点で広範囲の合意が強調されるけれども，イギリス議会の社

会学と同一ではなく，同じくイギリスの議会主義の社会学と同一ではない。

イギリス議会の社会学は，本質的には議会集団の社会的行動を議会の内部に

おいて，議会という枠内において，探究し従って，ある程度までウェスト

ミンスターの影響圏に止まり，少なくとも原則的にはその影響圏を越えるこ

とはない。しかし，イギリスの議会主義の社会学は，イギリスにおいてまさ

に議会が－例えば，ドイツにおける君主や，スイスにおける国民とは反対

に－統治の動態の規定的要因に成長していったその社会学的状況を認識し

なければならない。加えて，それは，議会制国家形態が典型的に利用した諾
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形式をその考察の枠内で引き出さねばならない。議会社会学は，一般的に，

議会主義が進行している目に見える中心領域を扱うものである。議会社会学

の基本的認識対象は，議会の集団生活であって，それは，例えば，イートン

(Eton）校やハーロー（Ｈarrow）校の社会学的評価や古典古代の教会政府の

社会学的考察が想定されるのと同じことである。当然のことながら，議会集

団の社会学的構造は，非常に広範な政治的・国法的な現象一典型的なしの

としては，議事運営規則，議会に対する大臣の関係（大臣の議会への出席，

大臣責任，議会による政府統制)，立法技術一と結びついている。

これに対して，本研究の対象である議会代表の社会学は，機能と装置とし

ての代表の全体的状況を把握しようとするものである。従って，それは，ジ

ンテーゼとしての現実の完成した作品の－断面を探究するのではなく，ある

程度まで選挙人〔有権者〕の原細胞（Urzelle）〔有権者一人ひとりの行動〕

にまで遡って，その基本的輪郭と見取り図を描き出そうとするものである。

その場合，当然のことながら，集団としての議会の社会学的考察の承ならず，

統治機構としての議会の特色にとって本質的な多くの領域に触れられること

になる。幾何学的に表現すれば，言及された三つの社会学領域〔議会代表の

社会学・議会主義の社会学・議会社会学〕をその離心円的な構図の下に取り

扱うことが本研究の方法である。すなわち，議会主義の社会学は，議会代表

の社会学に対して包括的な問題設定を行なう。他方で，議会代表の社会学は

その考察領域を議会社会学よりも広い領域に設定する。集団としての議会の

社会学は，集合的現象の領域に呼応したものであるが，議会主義の社会学は，

統治形態の社会学というテーマと呼応している。

最後に，本研究は「庶民院」の承に関する研究であって，貴族院を対象と

するものではないという点をやはり強調しておこう。国王と上院になおも
（４）

「代表としての」性格を認めること力】できるとしても，議会代表の社会学的

考察は，選挙に基づく代表者の機能を対象とする。

●●●●●

(1)法解釈学的記述は,別の観点からなされる｡鰺つまり球技場の誓い〔フランス革命〕

からファシズムにいたる現代を含んだ新しい立憲主義一一それは国民主権と議会
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主権の妥協から生まれた－の枠から議会の地位を説明するものである。1832年

から1867年にかけての議会主義に関する憲法史的出典を含めた最も重要な国法的

事象に関する概観は,本稿の第12章において行なう。国法的事象を知るためには，

RRedslobs『議院内閣制~その真正形態と不真正形態一』Tiibingenl918

の21頁以下の記述，ならびにそこで引用されている文献が有意義である。さらに

参照，LCourtney『連合王国の生きた憲法』London1911,9頁以下，Ｔｈ．

Ｅ・Ｍａｙ『ジョージ三世の王位継承以降のイギリス憲法史（1760年-1860年)」

第一巻，第二巻，London1867-1863，第三巻(FrancisHolland署）London

1912,17-20頁，Ａ・Ｅｓｍｅｉｎ『フランス憲法・比較憲法要論』第７版Paris

1921,91頁，Brougham『イギリス憲法」著作集第11巻，Edinbourghl873，３４

頁以下，Ｇ・ＣＬｅｗｉｓ『属領統治に関する試論』London1841.49頁。さらに，

以下の著作の論述と引用文献を参照せよ，SidneyLow『イングランドの統治』

Londonl904（1910年の出版)，５６頁以下，Ａ､Ｔｏｄｄ『イギリスにおける議会

政府に関して」London1867-1869,第２巻，403,407頁。この他にも，参考文

献はいくらでも挙げることが出来る。議会主権は，ホイッグ的国家観の伝統的教

義である（BernhardGuddmann『市民改革時代におけるイギリス』Stutgart

l923，260頁参照)。

(2)この点に関しては，Ｔｈｏｍａ「国家概念との関係における近代民主制の概念」

マツクス・ウェーバー追悼論文集，Miinchen-Leipzipl923,第２巻，５６頁以

下参照。

<3）この意味で，本論文は，筆者が以前に行なった研究の延長にある。そこでは，

1832年以前の有権者団と議会の－否定的な－関係をアリストクラシー社会の

最も重要な代弁者としての議会として描き出した（参照，Loewenstein「第一

次改革法案以前のイギリスにおける議会代表の社会学的研究」前掲迫'悼論文集，

第２巻，８４頁以下，本論文集33頁以下所収)。

(4)参照，Ｅｓｍｅｉｎ前掲書第１巻，９１頁。

〔訳注〕

<1＞derstaatsrechtlicheTatbestandは，本来ならば，「憲法的事実」と簡

単に訳しておけるものであるが，本文の後の箇所で分かるように，レーヴェンシ

ュダインが伝統的なドイツ国法学と対抗する形で特に議会主権をderstaatsr‐

echtlicheTatbestandとして問題にしていることから，この言葉は，単純に

憲法上の現実の意味では使用されておらず，憲法学〔国法学〕の視点から捉えら

た一定の事象を指すものとして使用されているようである。そこで本訳では原文

がderstaatsrechtlicheTatbestandとなっている場合は，「国法的事象」
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と訳し，原文がderverfassungsrechtlicheTatbestandとなっている場合

には，「憲法的事象」と訳しておいた。

<2＞財政法案（moneybills）に関する貴族院の関与を大幅に制限した1911年の

国会法を指す。なお，税・財政法原理とイギリスの憲法原理との関係に関して

は，小山廣和「いわゆる『人民予算』の提出と『1910年歳入法』の成立一イギ

リスにおける『近代税法」から『現代税法』への契機一」小林直樹＝北野弘久

編『現代財政法の基本問題』岩波書店．1987年，所収，同「イギリス1910年の税

制改革と1911年議会法の成立」『波多野弘先生還暦祝賀記念論文集」有斐閣出版

サービス，1988年，477頁以下，参照。

<3＞婦人参政権を含む選挙権の拡大を行った1918年の選挙法（Representation

ofthePeopleAct）を指す。この選挙法により，２１歳の成人男子は，同一選

挙区に一定期間居住するか，一定期間営業所を占有していれば，すべて選挙権を

認められた。婦人の場合は，３０歳以上で，夫が選挙権を有する場合，地方議会の

選挙権を有する場合に選挙権が認められた（水木忽太郎『選挙制度論』有信堂，

1967年,２３頁参照)。なお,本来の意味の男女平等の普遍選挙権が実現されるのが

1928年の選挙法であるが，本論文が1924年に執筆されている点に注意されたい。

第２章第一次選挙法改革の社会学的発展史

議会による絶対主義の立憲的制限という世界史的過程は，発生的にはイギ

リス革命における宗教的動機によって開始されたものであるが，何よりも国

王の無制限の権力に対するアリストラクシーの権力の安定化を招来させた。

1688年の名誉革命以降，国家の内部的重心は，議会，すなわちアリストラク

シーの階級支配の装置へと移った。ジェントリーを担い手として，イギリス

は世界帝国へと上昇した。貴族支配という社会学的事実は，世界帝国に上昇

したことによって，歴史的に正当化された。啓蒙主義の時代の社会的・精神

的状況は，イギリスにおいても貴族階級と国家とを同一視する見方を終焉さ

せた。貴族階級に代わって，国民の新しい社会階層が拾頭してきた。ブルジ

ョワジーがアリストクラシー社会の伝統的支配慣行と支配権益を解体してい

くこの全ヨーロッパ的展開の中で，1832年の選挙法改革は，イギリスにとっ

ては政治的に決定的な出来事であった。この改革は,その先人者たち(V2iter）

の見解からすれば決して過去との断絶を意味するものではなかったけれども，
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振り返って見るならば，イギリスにおける新時代，すなわちブルジョワ的金

権政治（Plutokratie）の時代の幕開きを意味した。改革によって革命を避け

たということ，また国家の命運を支配する世界精神の立憲的歩糸をも断絶も

せずに進めたということ，まさにこれこそは，イギリスと世界史の双方にと

って重要な憲法的転換である。改革は，国家機能を支配する貴族特権の法的

な枠組を一掃し，そのことによって，国民のかのブルジョワ階層が政治的に

拾頭するための自由な道を生糸出したのである。ブルジョワジーは，１８世紀

末以降，精神的経済的自己意識に到達したが，同時にそれに相応しいだけの

政治権力への関与という国家技術的な可能性を獲得することばなかった。

フランスで行なわれた革命の急進的な影響は，イギリスでは，国民の保守

的な穏健さのために，その指導者の反動的性格にもかかわらず，避けられた

のである。しかしこの島国もまたヨーロッパの精神的革新を甘受しなけれ

ばならなかった。とはいえ，フランスでは－恐`IWi政治時代の混乱した国家

意思形成と国家指導の全段階を通じて制憲議会の代表者総会の印象的な国民

国家意識からナポレオン帝政の輝ける独裁に至るまで－新しい精神を満た

す国法的うつわ（GefiiBe）が急激に作られてはまた急激に破壊されるという

状況が起こったのに対して，イギリスでは，中産階級によるアリストクラシ

ーの国政指導の解体の後でも依然として，議会が国家意思形成の憲法的な中

心点であり続けた。その議会の構成をめぐって，新しい力と古い力の権力闘

争が発生したのである。

国家機構をこれまで独占していたアリストクラシーと未成年状態を脱した

ブルジョワジーの対立は，1832年の選挙法改革によって頂点に達した。ブル

ジョワジーは，その内部的対立にもかかわらず，アリストクラシーの政治的

諸特権には反対しており，製造業者から小商工業者に至る，また犬金融業者

から小店主に至る－つの統一した社会階層（eineeinheizlichesozialeKat‐

egorie）を形成していた。こうしたブルジョワジーとアリストクラシーとの

対立には，政治史的・憲法史的側面の承たらず，精神史的・社会史的側面に
（５）

おいても長い前史力:存在する。
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1789年のフランス革命はアンシャン．レジームという枠の存在を意識した

ときにの承その完全な意味が理解されるように，ブルジョワジー中産階級の

解放，それと並んだジェトリーの権力の衰退は，１８世紀末の社会状況を背景

にした場合にはじめて理解可能となる。当時，国家と教会，経済と社会は，

アリストラクシーの排他的支配の下に統一体を形成していた。アリストクラ

シーのために，ジェントルマン<'>という社会的に最も相応しい表現が生まれ

た。土地所有にすべての社会的権力の源泉，それゆえにすべての政治的権力

の源泉があった。土地所有の承が，「国の命運」（astakeinthecountry）

を左右した。ジェントリーを社会的に従属させながら，植民地と商業によっ

て，新しい富〔の形態〕が生まれた。支配階層は，下層の民衆階級のことを

気にかげることはなかった。支配階層は，頑固に服従を賛美し，都合の良い

無知を固持した。中産階級たるブルジョワジーもまたアリストクラシーの後

景に退くことで満足していた。ブルジョワジーは，中央政府においても地方

自治体（Selbstverwaltung）においても政治権力から排除されていた。アリ

ストクラシーの支配に規定された社会秩序の統一性に対して，個人〔という

単位〕は際立った存在ではなかった。個人は，全体に無制限に従属していた。

個人の全体への埋没（EntPers6nlichung）は，生活様式の全体（dieganze
（６）

Lebenshaltung）を貫いていた。自由の概念Iまイギリスの地に深く根づいて

いた。けれども，それは，フランスの理性の哲学で言う自然権としての自由

ではなく，社会道徳の枠内における自由であった。人権は，「ジェントルマ

ンであること」（Gentlemanhaftigkeit）という仮借のない規律の下風に置

かれた。なるほど，個人は国家の盗意的な侵害に対しては，依然としてヨー

ロッパ大陸よりも保護されていたが，しかし，国家の中ではその個人はいか

なる役割も演じていなかった。ここで問題となる人間とは，抽象的な人間で

はなく，社会に奉仕する人間であった。

パーク（EdmundBurke，1729-97）やペーリ（Williampaley，1743-18

05）<2>にとって，華々しい終焉を遂げる世紀の社会秩序は，理性の所産であ

って，どんな批判的立場であっても，その内部的合目的性に対して疑問を差
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し挾むことはできないものであった。当時支配的であったマンスフィールド

卿(LordMansfield）の歴史的保守主義は，博愛主義的，人道主義的理念と，

さらにまた自由主義的で進歩主義的な理念とも完全に調和するものであった。

しかし，フランス革命の非道，「ジャコパン主義」〈3>に対して，全国民が共

通して抱いた反I情は，すべての進歩に革命という烙印を押すような反動的な

心性を生糸出し，イギリスの国家制度の素晴らしさに楽天的な満足感を抱か

せるようになった。１９世紀初頭におけるこの心性の最も傑出した代表者は，

エルドン卿（LordE1don)<4>であると思われるが，彼は社会の大きな悪弊，

勝利した戦争の後に生まれた社会の腐敗と放漫を不問に付したのである。

反動的階級の支配は，1830年に急激な終焉を迎えた。この終焉は，皮相な

考察にとっての糸意外なものであろうが，内部的な要因に基定されたもので

あった。アリストクラシーの社会において，古い国家の確立された社会秩序

の直中に新しい階級が登場した。この階級は，経済的に強固で，精神的に目

覚めた階級であり，社会的に上昇することを望んでいた。こうした新しい社

会階級の形成には，精神的契機と経済的契機の双方が，同じ程度に分在して

いる。

イギリスにおいてしばしばそうであるように，ここでもまた，国民の精神

的刷新を生糸出す宗教的推進力が存在した。ウィズリー（JohnWesley,１７０３
（７）

-1791)<5>の信仰復興の観念（revival-Idee）Ｉ土，道徳的良心への訴えによっ

て，自分自身並びに悩める同胞（fellow-creature）に対する個々人の意識を

目覚めさせた。個人感‘情が宗教観念によって鼓舞される一方で，啓蒙主義の

道徳哲学（ペーリやプリーストリJosephPriestley,1733-1809）が登場し

た。彼らにとって，国家とは，より大きな善_これが国家の構成員にとっ

てのより大きな目的である－を促進するための装置（Anstalt）であった。

他方で，アダム・スミス（ＡｄａｍSmith,1712-1845）とその学派によって経

済的自由が要請される中で，国家エゴイズムが新しい国民経済の個人主義的

経済理論と対時することとなった。かくして，イギリスでは，フランス革命

の自然権思想に基づく急進主義が準備され，体験されることとなった。人権
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の理念がペイン（ThomasPaine，1988-1898）によって普及され，ゴッドウ

イン（WilliamGodwin，1756-1836）によって一つの教義にまで押し進めら

れたとき，その弊害を訴えるいかなる否定的感情も，もはや人権理念を駆逐

することはできなかった。結局のところ，啓蒙主義の社会哲学が古い社会秩

序の集団意識（KollektivbewuBtsein）に模を打ち込んだとぎ，ベンサム(Je‐

remyBentham,1748-1832）が登場した。ペンサムは，個人主義をその体系

の頂点に置くことによって，封建制の社会的独占〔支配〕を打ちくだこうと

した。彼の理論には，様点なルーツに由来する運動が取りくまれており，

その中で，社会と国家の統一という古い観念が打破された。この思想は，ペ
（８）

ソサム主義者の哲学的急進主義の影響の下に，経済的に拾頭するブノレジョワ

中間層の世界観となった。自由主義的個人主義の時代，それゆえに金権政治

的自由主義国家の時代は，1832年の「大改革」〔第一次選挙法改革〕に始ま

る。

以上のような精神的過程に加えて，産業的・経済的発展に従った－しば
（９）

しば語られる一個人領域の拡大を見落とすわけに'まいかない。農業国家が

工業化するとともに，国の重心は，農業地域たる南部と西部から北部へと移

動した。一段と大きな人口移動が生じた。製造業者階級（K1assederFabr‐

ikanten)，それとともに商工業中間階級(industrielleundgewerblicheMit‐

telstand）が大地主層（Squireschicht）や商人層の傍らで，拾頭してきた。

低い出自の人々は，新しい富の力によって上昇した。ブルジョワ産業家，つ

まり「製造業者＝工場主」（manufacturers）は，非貴族社会の代表者であ

った。
⑩

製造業者階級Iま，久しく，そのプチ＝ブノレジョワ的地位から脱出すること

ができなかった。この階級に属するものは，その外見的特徴からすれば，政

治的力を持たない上昇した職人層であった。新しい企業家は，発生的には，

決して政治的改革者ではなかった。この階級もまたイギリス憲法の支配的原

理である所有権の保障(SicherheitdesEigentum）とともに上昇し下降する

ものであった。経済的に下位の地位にあり従属していた人民大衆（Masse）
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に対するこの階級の姿勢は，中間層（Volk）に対する旧来のアリストクラシ

ーの思い上がった優越感とあまり異なるところがなかった。この階級は，産

業組織に気を殺がれ，生活の政治的側面をなおざりにしていた。この階級は，

既存の国家システムが自分たちにとってその経済的拡大を妨げない限りで，

それを上層階級の手に委ねたのである。フランス革命の時，上層ブルジョワ

ジーは，外国でも国内でも「ジャコパン主義者」に反対して貴族の支配層と

結びついた。しかし，1815年の講和条約の後のトーリー的反動の圧力の下で，

ブルジョワジーは，徐汽に野党の立場になり，戦争終結の辛い時期の間にそ

の階級意識（StandesbewuBtsein）を獲得した。金権政治によって上昇した

成り上がり者たち〔＝ブルジョワジー〕は通例，支配層たるアリストクラシ

ーに同化することができたが，こうした階級意識が生まれたことによって，

同化は妨げられた。かつてならば，富を獲得した階層，つまり植民地開拓者，

ネイバップ〔インド成金〕，銀行家，大商人たちは，アリストクラシーの社

会に加わることを求め，土地所得によってアリストクラシーと同等になろう

とした。〔ところが〕今や，産業的な出自をしばしば振り返って見ることが

できた製造業者階級の中から，自己意識ある権力的人間(Herrenmenschen）

の階層が生まれ，自己の労働者に専制的圧力を加えた。この種の産業家は，

通例，アリストクラシーの社会に受け入れられることを求めなかった。歴史

的に不当な選挙制度は，まさしく大工業の中心地であるマンチェスター，ハ

ーミンガム，シェフィールドといった都市から下院の代表を奪っていたが，

そのために政治から締め出されていたこの階級は，封建社会のファサードの

背後で，自らの階級を国内における強力な地位に高めた。多くの場合にピュ

ーリタニズムや国教忌避（Dissentertum）の宗教的伝統から提供された生活

様式は，現実の世界においても大きな影響を果たすことによって，やがて一

段と大きな信望を獲得していった。ブルジョワ自由主義者によるロンドン大

学の設立（1827）は，アリストクラシーによるオックスフォードとケンブリ

ッジの教育独占を打ち破った。まさにこの時，哲学的急進主義が勢いを増し

た。哲学的急進主義には所有権の脅威となるものは何も認められないこと，
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それどころかペンサム主義の政治哲学という助けによって国家装置への関与

が達成できることが認識されると，哲学的急進主義は，たちまちのうちに製
⑪

造業者階級の間に広まった。この新い､学説Iま，彼らの個人主義的利益に呼

応したものであり，その経済的エゴイズムにヴェールをかけるものであった。

こうして，新しい金権政治階層は，自らの利益擁護をアリストクラシーの手

による恩寵として受容したり，世論の圧力の下で苦労して手に入れるのでは

なく，独自の価値意識をもって，自ら積極的に国家の政治的形成に参加する

ことを求めたのである。しかし，それを達成するための唯一の回路は下院で

あり，その下院は改革によっての糸接近が可能であった。従来ならば，「改

革されざる庶民院」（unreformedHouseofCommons)<6>は，国民の中の国

家的重要部分をその内に凝集していたものであるが故に，理論的には問題が

あっても，満足のいく制度である〔と考えられてきた〕。ところが今や，不

当な代表制度，ジェントリーによる国家装置の独占，そこに従属した階級，

といったことが政治的な憤懲の種となった。こうして，富を増やした製造業

者階級は選挙法改革を要求した。国民を代表する部分の経済的権力と封建的

国家権力保持者の間の亀裂は，もはや埋めることができなくなった。

ブルジョワジーの経済権力とその政治的無力との間の緊張関係から，選挙

法改革の政治的前史を形づくる奇妙な憲法的事象が生じたのである。アリス

トクラシー社会は国家装置とその権力手段を自由に利用し得るとはいえ，ま

た新しい社会層が自らを含んだ政党の幹部の中に組承入れられることはない

とはいえ，その地位をめぐって執勧に闘争するアリストクラシーから中間階

級が改革を勝ち取ったことこそは決定的な点である。改革は，本質的には，

議会の外からの圧力の結果であった。この圧力があったために，アリストク

ラシーによって操られる議会機構は，長期にわたって耐えることができなく

なったのである。企業家層，中間層，労働者階級を構成要素とする非特権的

な全国民の世論は，国家装置を自らが利用可能な装置に変容させた。

1815年以降の反動的なトーリー政権は，なによりも出版物と示威活動
⑫

(Agitation）に対する弾圧lこよって野党を抑えることに成功した。改革の擁
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護は，ジャコパン主義と見倣され，批判は暴動と見敬された。しかし，弓を

引いたのはアリストクラシーの方であった。抑圧と闘争することにより，新

聞雑誌の中から世論が生まれ，示威活動の中からブルジョワジーの国家征服

のための柔軟な武器が生まれた。思想の自由（libertyofopinion）が市民

的権利の中核であったイギリスにおいては包括的で拡大した示威運動(Agit-

ationskampagnen）が編成されることによって伝統的な経験が築かれた。そ
⑬

の最も重要な例が，福音主義政党による反奴隷稀Ｉ運動であり，その影響を受

けたものとして最も有名なものが反穀物法運動である。さらに大きな規模の

こうした民衆の示威活動は，あらゆる形態の政治宣伝（Propaganda)，つま

り新聞，説教壇，言葉，印刷物，大衆集会，個別的な説得を利用した。１８１５

年以降，議会の外における示威活動の最大の成果は，カトリック解放運動く7＞
⑭

に現れている。これＩま強情な議会に向けられた運動であった。
。・・・⑮

政治同盟を取り結ぶことによって，改革運動|ま，議会の外における示威活

動という一段と大きな実効的手段を獲得した。この政治同盟は，未曽有の規

模の大衆集会と大請願(Monsterpetition）によって活動した。中産階級と労

働者は，アリストクラシーに対する共同戦線を張る運動の中で団結した。企

業家と産業労働者は，支配する者と支配される者の関係という深い社会的対

立を孕んでいたのであるが，この両者の同盟を取り結ぶために，パーミンガ
⑯

ム・モデル<8>が少なからぬ影響を与えた。政治同盟|ま，フランシス・プレイ

ス（FrancisPlace,1771-1854）という天才的な黒幕によって背後から指導

された民衆運動の足場となった。この運動の中で，製造業者と賃金労働者は，

時代遅れの封建的諸特権に対する攻勢を準備した。ブルジョワジーに対する

社会主義的な労働者の自立を獲得しようとし，労働者をブルジョワ的急進主

義から解き放とうとする現下の潮流は，政治現象の進展を押し止めることが

できなかった。

1832年の議会改革はまた議会制の長い前史を回顧させるものである。すで

に1770年に大ピット（WilliamPitt，1708-78）によって下院の改革が意図さ

れたことがある。その偉大な息子は，売買可能な議席を国費で獲得し，代表
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されない都市にその議席を割り当てることによって，改革を実施した。フラ

ンス革命は，1793年のグレイ（CharlesGrey，1764-1845）による改革の試

永を水泡に帰した。1821年から1826年にかげてラッセル（JohnRusseL17

92-1878）が行なった改革の提案も，同じ運命をたどることになった。ラッ

セルの改革案は，すべてが議席を再配分するものであった。しかし，トーリ

ー主義がウェリントン＝ビール内閣の下で実施されたカトリック解放ととも

に，その止めの一撃（TodesstoB）を受けたとぎ，改革問題の解決が不可避

となった。パリの七月革命のベンガル・ライトに照らされると，ジョージ四

世の死後，改革派にとっては大きな成果を生糸出した総選挙が始まることに

なった。それは，やがてウェリントン内閣の崩壊を招くものであった。これ
⑰

Iこより，イギリスの選挙法改革の歴史がはじまる。なるほど，グレイ内閣の

最初の最も穏健な法案は庶民院では通過したものの，ホィッグ党は，選挙法

改革をスローガンとして総選挙を実施する方が好ましいと考えた。ブルジョ

ワ中間層が労働者と連合することが適切であることが判明した。1831年の総

選挙は，国家に対するアリストクラシーの独占構造を掘り崩した。確かに，

ホィッグ党は，新しい議会で140議席という多数を獲得したが，地方の統一

的得票にもかかわらず，議席の５分の２は，依然として寡頭支配の手に残っ

た。すべての領域をめぐる三カ月間の闘争の後に，ラッセルが持ち込んだ第

二番目の改革法案は下院で通過したものの，それは，予想されたように，貴

族院で挫折した。国民の大きな興奮が起こり，国は，革命の瀬戸際にまで追

い込まれた。ブルジョワジーは，納税拒否の運動（Steuerstreik)<9>をプロ

パガンダし，大衆はそれを実行した。上院における改革案拒否への回答とし

て，下院は，政府に信任投票を与えた。新しい時代の幕が切って落とされた。

すなわち，封建的寡頭制の牙城であった上院は，もはや内閣を打倒すること

はできなくなった。いくつかの点で士地郷紳（1andedgentry）の選挙利益

を組糸込んだ第三の改革案は，下院で承認されたが，上院において再び暗礁

にのりあげた。新しいウェリントン内閣の短いエピソード〔短命政権〕は，

もはや歴史の歯車を押し止めることはできなかった。世論は最高に興奮して
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圧力をかげ，またピールー派が威嚇を行なう（｢貴族院を変えるか，なにも

しないか，二つに一つだ」“moveLordsornone',）ことによって，強情な

国王も再び政権についたグレイ内閣を承認した。そのために，1832年７月４

日，ついに上院は改革案を承認した。

(5)以下の叙述には，以下の文献を多く利用した。すなわち，Ａ、Ｖ・Dicey，『１９

世紀におけるイギリスの法と世論の関係』Lecturesontherelationsbetwe‐

ｅｎｌａｗａｎｄｐｕｂｌｉｃｏｐｉｎｉｏｎｉｎＥｎｇｌａｎｄｄｕｒｉｎｇｔｈｅｎｉｎｅｔｅｅｎｔｈｃｅｎｔ－

ｕｒｙ（Londonl950)，LecturesN-Ⅵ，p62ff.及びＭ・Ostrogorsky『民主

制と政党組織』ＬａＤ６籾ocγα/ｉｃｅノノ'○γ9,"/sαﾉﾉ0〃んｓﾙｧﾉﾉｃｓＰｏﾉﾉﾉﾉ9"Cｓ（第

１版Paris1903，第２版Parisl912),（第１版の）第２巻，特に，第２章，２４

頁以下。さらにまた，最近刊行された卓越した著作，BernhardGuttmann

『市民改革の時代におけるイギリス』（Stuttgar,1923）も同じく参照した。

(6)参照，Ostrogorsky前掲書第１巻10頁以下。この書物は，国家，教会，家族，

法生活から成る全体の秩序において，その思想を才知豊かに追求している。

(7)ウィズリーとメソジスト派の信仰形態に関しては，総じて，OBaumgarten

『イギリスにおける宗教生活と教会生活』（Leipzig-Berlin，1922)，６１頁以下を

参照せよ。さらに，Ostrogorsky前掲書第１巻22頁，並びにGuttmann前掲

書179頁以下参照。

(8)Guttmann前掲書271頁以下参照。

(9)Guttmann前掲書104頁以下，ならびにDicey前掲書110頁参照。

(10以下の記述は，Guttmann前掲書116頁以下，332頁以下による。

(lDGuttmann前掲書346頁以下参版。

⑫以下の記述はＭａｙ前掲薑第１巻203頁以下による。

⑬この点に関しては，Guttmann前掲書104頁以下，ならびに，Ｍａｙ前掲書

第２巻128頁を参照のこと。

⑭Ｍａｙ前掲書第２巻208頁以下。

⑮Ｍａｙ前掲書第２巻221頁以下，およびGuttmann前掲書419頁以下。

⑯Guttmann前掲書384頁以下。

⑰この点に関しては，Ｍａｙ前掲書第２巻57頁以下，ならびに同第１巻347頁以

下を参照のこと。

〔訳注〕

<1＞イギリスのジェントルマン理念に関しては，イギリスの社会構造の性格をめ
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ぐってきわめて興味深い問題を孕んでいるが，この問題に関する最近の研究とし

て，村岡健次・鈴木利章・川北稔編『ジェントルマン・その周辺とイギリス近

代」ミネルヴァ書房，1987年参照のこと。

<2＞ウィリアム・ペーリ英国教会神学者

〈3＞本来「ジャコパン主義」とは，スランス革命の時に，主としてロペスピエー

ルによって主導された政治主張~ルソー的な人民主権を目指す政治主張一を

指すが，イギリスにおいては，特に「ジャコパン主義者」（Jacobins）という言

葉がイギリス国内におけるフランス革命への同調者，あるいは改革提唱者一般を

指すものとして使用された点に注意する必要があろう（参照，ChrisCook＆

JohnStevenson，TheLongmanHandbookofModernBritishHistory

l714-198qLongman，London，1982,ｐ､290）

<4＞エノレドン卿イギリスの政治家，石炭商の家に生まれるが，1782年下院に入

り，大法官を勤めた（1810-06,07-27）反動弾圧政策の中心人物。

<5＞ジョンウィズレーメソジスト派（Methndist）創設の中心人物。

<6＞参照，Ｅ、Poritt，UnreformedHouseofCommons．

<7＞カトリック教徒への差別的取扱に反対するために，オコンネル（DannielO，

Connell，1775-1847）が指導した運動。その一応の成果は，1829年５月に制定

された「カトリック解放令」（CatholicEmancipationAct）である。「『背後

に民衆がついている』という自信を持って，1828年７月の補欠選挙で，クレア区

において大勝を博して当選したオコンネルは，『アイルランド人としての権利主

張のための政治的発奮」を誓ってイギリス議会に登場した。ウェリントン＝ビー

ル内閣は，これを内乱の前兆と承なし，カトリックへの譲歩を賢明な策と考え，

与党（保守党）の反対にもかかわらず，1829年５月「カトリック解放令」が成立

したのである」（高橋裕之「ダニエル・オコンネルとアイルランドのナショナリ

ズム」糸永寅一他監修『ヨーロッパキリスト教史５近代』中央出版社，2972年，

409頁)。

<8＞銀行家トーマス・アトウッド（ThomasAttwood，1783-1856）によって

指導された政治同盟の方式を指すものと思われる。アトウッドは，1832年以降，

バーミンガム選出の下院議員となり，後にはチャーチスト運動に緊密な関係を持

つようになった（参照，ChrisCook＆JohnStevenson,ｏｐｃｉｔ.，ｐ､253.)。

<9＞第一次選挙法改革案が議会で審議されている当時，この法案が通過するまで，

納税を拒否するという運動が展開された。「大集会が全国津々浦々で開催された。

政治同盟は法案が通過するまで一切の納税を拒否すると脅した。ブリストルで暴

動者が数日間市を占拠して，牢獄，市庁，および国教会の監督館を襲撃した。ダ

ービー牢獄は襲撃され，ノッティンガム城は焼払われた。ロンドンでは王のもと
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に暴徒が押しよせ，著名な議会改革反対派の人々の家の窓が破られた」（George

DouglasHowardCole，ＡＳＣ/boγ/H7s/olayO/,ノノｂｅＢγﾉﾉＭＷｂγ々/"g-Cmss

Mozﾉeme"／1789-1947,1948．林健太郎・河上民雄・嘉治元郎訳『イギリス労働

運動史Ｉ』岩波書店，1952年，118-9頁)。
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